
所

得

税

税
の
申
告
は
お
早
め
に

税
の
申
告
は
お
早
め
に

▼
問
い
合
わ
せ

　
税
務
グ
ル
ー
プ
　
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

　
加
古
川
税
務
署
　
☎
０
７
９
（
４
２
１
）
２
９
５
１

所

得

税

町
県
民
税（
住
民
税
）

町
県
民
税（
住
民
税
）

国
民
健
康
保
険
税

介
護
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

国
民
健
康
保
険
税

介
護
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

所

得

税

国
民
健
康
保
険
税

介

護

保

険

料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

町
県
民
税

介

護

保

険

料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
給
与
所

得
の
方

《
主
な
収
入
が
給
与
収
入
の
方
》

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
給
与
収
入
に

か
か
る
所
得
税
は
、
毎
月
の
給
与

や
ボ
ー
ナ
ス
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
、

12
月
の
年
末
調
整
に
よ
っ
て
１
年

間
の
納
税
が
完
了
し
ま
す
の
で
、

確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の
給
与
所

得
の
方
で
も
、
次
の
よ
う
な
方
は

申
告
が
必
要
で
す
。

①
昨
年
の
給
与
の
収
入
額
が
２
千

万
円
を
超
え
る
方

②
給
与
を
１
ヵ
所
か
ら
受
け
て
い

る
場
合
で
、
給
与
以
外
の
所
得

金
額
（
不
動
産
所
得
な
ど
）
が

20
万
円
を
超
え
る
方

③
給
与
を
２
ヵ
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
場
合
で
、
年
末
調
整
さ

れ
た
給
与
以
外
の
給
与
の
収
入

額
と
、
給
与
以
外
の
所
得
金
額

と
の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る

方

 

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が

あ
る
方

《
主
な
収
入
が
給
与
収
入
以

外
の
方
》

　

次
の
各
項
目
に
該
当
す
る
方
は

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

①
商
売
な
ど
個
人
で
事
業
を
営
ん

で
い
る
方

②
不
動
産
収
入
（
家
賃
や
地
代
な

ど
）
が
あ
る
方

③
土
地
や
建
物
、
株
式
な
ど
を
譲

渡
し
た
方

④
年
金
を
受
け
て
い
る
方
で
年
金

以
外
の
収
入
が
あ
る
方
や
、
社

会
保
険
料
控
除
・
生
命
保
険
料

控
除
な
ど
を
受
け
ら
れ
る
方

申
告
で
税
が
還
付
さ
れ
る
方

　

通
常
は
確
定
申
告
の
必
要
の
な

い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
給
与
所
得

の
方
で
も
、
次
の
よ
う
な
方
は
確

定
申
告
を
す
る
と
所
得
税
が
還
付

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
平
成
20
年
中
に
退
職
し
、
そ
の

後
再
就
職
し
な
か
っ
た
た
め
、

年
末
調
整
を
受
け
ら
れ
な
か
っ

た
場
合

②
病
気
や
け
が
な
ど
で
多
額
の
医

療
費
を
支
払
っ
た
場
合
（
医
療

費
控
除
…
…
次
頁
枠
内
参
照
）

③
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
て
、
住
宅

や
家
財
に
損
害
を
受
け
た
場
合

（
雑
損
控
除
）

④
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
、
マ

イ
ホ
ー
ム
を
購
入
し
た
り
増
改

築
を
し
た
場
合
（
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
）

⑤
一
定
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
耐

震
改
修
を
し
た
場
合
（
住
宅
耐

震
改
修
特
別
控
除
）

所
得
税
の
申
告
に
必
要
な
も
の

・
申
告
書
と
印
鑑
（
申
告
書
は
会

場
に
も
あ
り
ま
す
）

・
社
会
保
険
料
・
医
療
費
の
領
収

書
、
国
民
年
金
保
険
料
・
生
命

保
険
料
・
地
震
保
険
料
の
控
除

証
明
書
な
ど
控
除
に
必
要
な
書

類
・
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票

・
銀
行
な
ど
の
口
座
番
号
が
分
か

る
も
の
と
届
け
出
印
（
所
得
税

を
口
座
振
替
で
納
付
さ
れ
る
方

や
、
還
付
申
告
を
さ
れ
る
方
）

▼
問
い
合
わ
せ

加
古
川
税
務
署

☎
０
７
９
（
４
２
１
）
２
９
５
１

　

確
定
申
告
を
さ
れ
る
方
と
、
勤

務
先
か
ら
役
場
へ
給
与
の
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

申
告
が
必
要
な
方

①
平
成
21
年
１
月
１
日
現
在
、
町

内
に
住
所
が
あ
り
、
昨
年
中
に

所
得
が
あ
っ
た
方

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
あ
て
は
ま
る
方

・
勤
務
先
か
ら
役
場
へ
給
与
の
支

払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な

い
方

・
給
与
以
外
に
、
家
賃
や
地
代
、

農
業
な
ど
の
所
得
が
あ
り
、
そ

の
合
計
額
が
20
万
円
以
下
の
方

（
20
万
円
を
超
え
る
場
合
は
所

得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
で

す
）

・
平
成
20
年
中
に
退
職
し
、
そ
の

後
再
就
職
し
な
か
っ
た
た
め
年

末
調
整
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た

方
・
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
方
で
、

医
療
費
控
除
、
雑
損
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
方

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額

を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
方
は
申
告

が
必
要
で
す

　

税
源
移
譲
に
よ
り
、
所
得
税
が

減
少
し
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受

け
て
い
る
方
で
、
所
得
税
か
ら
控

除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る
場

合
は
、
町
に
対
す
る
申
告
に
よ
り
、

翌
年
度
の
町
県
民
税
所
得
割
か
ら

控
除
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
20
年
分
の
所
得
税

で
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
控
除
し

き
れ
て
し
ま
う
方
は
、
対
象
外
と

な
り
ま
す
。

▼
対
象　

平
成
11
年
～
18
年
に
入

居
さ
れ
た
方

▼
実
施
期
間　

平
成
20
年
度
～
28

年
度

▼
申
告
手
続　

３
月
16
日
㈪
ま
で

に
「
町
県
民
税
住
宅
借
入
金
等
特

別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
こ
の
制
度
の
適
用

を
受
け
る
に
は
、
毎
年
の
申
告
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

　

右
記
の
各
種
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人
は
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申

告
ま
た
は
、
町
県
民
税
の
申
告
を

さ
れ
る
方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

所
得
が
少
な
い
方
に
つ
い
て
は
、

負
担
を
軽
く
す
る
た
め
、
状
況
に

応
じ
て
各
種
保
険
税
（
料
）
が
軽

減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申

告
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
措
置
が
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。
収
入
が
な
か
っ

た
方
も
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

※
町
県
民
税
・
各
種
保
険
税
（
料
）

と
も
、
申
告
に
必
要
な
も
の
は
、

所
得
税
の
申
告
と
同
じ
で
す
。
申

告
書
は
申
告
会
場
に
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
町
県
民
税
と
国
民
健
康
保
険
税

税
務
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

○
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

　

２
月
16
日
㈪
か
ら
、
所
得
税
の
確
定
申
告
と
町
県
民
税
（
住
民
税
）、
各
種
保
険
税（
料
）の
申

告
が
始
ま
り
ま
す
。
自
分
で
申
告
書
を
作
成
し
、
３
月
16
日
㈪
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

２
月
上
旬
に
は
税
務
グ
ル
ー
プ
の
窓
口
に
て
「
所
得
税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」
を
準
備
し

て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

申告受付会場
▶場所　播磨町役場第2庁舎3階　第2会議室
▶期間　2月16日(月)～3月16日(月)（土・日を除く）
▶受付時間　午前９時～11時、午後1時～4時
※日時によっては混雑が予想され、受付時間内であっ

ても当日の受け付けができない場合があります
ので、あらかじめご了承ください。（特に、初日か
ら数日間は混雑が予想されます）

▶受付内容　町県民税、国民健康保険税、一部の所
得税申告

※譲渡所得・事業所得（1年目）・住宅借入金等特別
控除（1年目）・住宅耐震改修特別控除・青色申告・
準確定申告・損失申告の方は税務署で申告してく
ださい。

▶申告に際しての注意事項
・医療費控除を申告する方は、事前に医療費の明細

書を作成しておいてください。（役場では、明細書
作成や領収書の整理は行っていません）
・事業などで収支計算が必要な方は、必ず収支内訳

書を完成させてください。（役場では、収支内容に
ついての指導は行っていません）
・平成20年分の農業所得の申告には、収支計算書が

必要です。
〈収支計算の方法〉収入金額 ― 必要経費 ＝ 所得金額

収入金額…米や野菜の販売金額・自家消費など
必要経費…種もみや苗代、水利費、土地改良費、
農機具の減価償却費や修繕費

注意事項
●「おむつ」に係る費用の医療費控除について
　おむつ代が医療費控除の対象となるのは、医師が
発行した「おむつ使用証明書」の発行日以降に購入さ
れたおむつ代です。ただし、2年目以降の確定申告
については、介護保険法に基づく要介護認定の申請
をした方で一定の要件を満たす場合、この証明書に
代わって役場保険年金グループで発行する証明書を
添付していただければ、医師の証明書は不要です。
　該当される方は、保険年金グループに申請してく
ださい。
▶対象　下記のすべてに当てはまる方
・以前、医師が発行した「おむつ証明書」で医療費

控除を受けられた方〔今回でおむつ代（医療費控
除）の確定申告が２回目以上の方〕
・介護保険の申請をされている方で ①主治医意見

書の内容に「尿失禁」のチェックがある ②障害老
人自立度がＢまたはＣの方

●障害者控除について
　介護保険の要介護認定を受けておられる方で、一
定の要件を満たす方は、障害者手帳が無くても障害
者控除が受けられます。申告をされる方で該当にな
る場合は、障害者控除証明書を発行しますので、申
告前に保険年金グループへ相談・申請を行ってく
ださい。
▶問い合わせ
　保険年金グループ　☎０７９（４３５）２５８２

第2庁舎です
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住
民
税
に
か
か
る
税
制
改
正

本文フォーマット　じゅん101　10pt　行間　15.55pt 

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
問
い
合
わ
せ
　
加
古
川
税
務
署
　
☎
０
７
９
（
４
２
１
）
２
９
５
１

県立病院

明姫幹線
至
播
磨
町

至
高
砂
市

裁判所検察庁

郵便局

ニッケパーク
タウン駐車場

西行一方通行

JR加古川駅

2

250

2

加古川税務署

東行一方通行

▶天引き（特別徴収）の時期
普通徴収 特別徴収
６月
年税額の
１/４

８月
年税額の
１/４

１０月
年税額の
１/６

１２月
年税額の
１/６

２月
年税額の
１/６

【改正による変更点】

控除率

改 正 後
都道府県又は市町村
税額控除方式

５千円

現 行
都道府県又は市町村
所得控除方式

適用対象寄附金
×

税率（10%）
の軽減効果

１０万円

対象範囲
控除方式

適用下限額

控除限度額

地方公共団体に対する寄附金の
うち適用下限額を超える部分につ
いて、一定の限度まで所得税と合
わせて控除
[税額控除額の計算方法]
①と②の合計額を税額控除
①（地方公共団体に対する寄附金
　　　　　　　－５千円）×１０％
②（地方公共団体に対する寄附金
　　　　　　　　　　－５千円）
　×（９０％－ ※０～４０％） 
　… 改正後追加された特例控除
※寄附者に適用される所得税
の限界税率

②の額については、個人住民税所
得割額の1割を限度

総所得金額等の３０％
（地方公共団体に対する寄附金以
外の寄附金との合計額）

総所得金額等の２５
％（地方公共団体に
対する寄附金以外の
寄附金との合計額）

平
成
21
年
度
か
ら
実
施

住
民
税
に
か
か
る
税
制
改
正

適用下限額（寄附金控除の対象外）5,000円

寄附金 4万円

寄附金控除対象額 3万5,000円

所得税・住民税合わせて3万5,000円の控除

住民税の税額控除 3万1,500円

所得税の所得控除による税額軽減 3,500円

※（注）…「所得税の限界税率」は個人の所得、所得控除額
に応じて５％、10％、20％、23％、33％、40％と変わります。

住民税の特別控除額
（4万円－5,000円）×（90％－10％※）＝
2万8,000円≦
2万9,350円（住民税所得割額の1割）

住民税の特別控除額
（4万円－5,000円）×（90％－10％※）＝
2万8,000円≦
2万9,350円（住民税所得割額の1割）

住民税の基本控除額 3,500円（10％一律）住民税の基本控除額 3,500円（10％一律）

税
理
士
に
よ
る
地
区
申
告
相

談
会
場
の
ご
案
内

　

近
畿
税
理
士
会
加
古
川
支
部
・

商
工
会
議
所
・
商
工
会
及
び
（
社
）

加
古
川
納
税
協
会
な
ど
の
協
力
に

よ
り
、
小
規
模
事
業
者
の
た
め
の

申
告
相
談
会
場
を
次
の
会
場
で
開

設
し
ま
す
（
無
料
）。
消
費
税
の

申
告
相
談
に
も
応
じ
て
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
前
年
分
の
収
支
内
訳
書
の
控
え

や
申
告
書
の
控
え
・
筆
記
用
具
・

計
算
器
具
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
）

　

な
お
、
町
県
民
税
・
国
民
健
康

保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
申
告
お
よ
び

譲
渡
所
得
・
贈
与
税
・
相
続
税
関

係
の
相
談
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

▼
相
談
会
場
開
設
日

２
月
26
日
㈭
、
27
日
㈮

▼
相
談
時
間

午
前
９
時
30
分
～
正
午

午
後
１
時
～
４
時

▼
相
談
会
場　

中
央
公
民
館　

２
階
視
聴
覚
室

還
付
申
告
会
場
の
ご
案
内

　

今
年
も
、
還
付
申
告
会
場
を
開

設
し
ま
す
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
中

途
退
職
さ
れ
た
方
を
含
む
）
や
年

金
所
得
者
で
医
療
費
控
除
や
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
所
得
税

の
還
付
申
告
を
さ
れ
る
方
は
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

▼
開
設
会
場　

加
古
川
市
役
所

10
階
大
会
議
室

▼
開
設
期
間

２
月
２
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪
（
土
・

日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
開
設
時
間

午
前
９
時
～
正
午

午
後
１
時
～
４
時

※
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
や
譲

渡
所
得
の
あ
り
方
、
贈
与
税
・
相

続
税
関
係
の
相
談
は
行
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。

※
還
付
申
告
会
場
で
は
、
申
告
す

る
方
が
パ
ソ
コ
ン
を
直
接
操
作
し

て
申
告
書
を
作
成
し
ま
す
。
な
お
、

混
雑
状
況
に
よ
り
、
終
了
時
間
前

に
入
場
を
締
め
切
ら
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

確
定
申
告
書
の
お
問
い
合
わ
せ

や
提
出
は
加
古
川
税
務
署
へ

▼
相
談
日　

月
～
金
曜
日

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
相
談
時
間

午
前
９
時
～
正
午

午
後
１
時
～
５
時

申
告
と
納
税
は
期
限
内
に

○
所
得
税
・
贈
与
税

３
月
16
日
㈪
ま
で

○
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）

３
月
31
日
㈫
ま
で

　

２
月
22
日
・
３
月
１
日
の
日
曜

日
に
限
り
、
確
定
申
告
の
相
談
・

申
告
書
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

※
税
務
署
は
駐
車
場
ス
ペ
ー
ス
が

少
な
い
の
で
、
車
で
の
来
場
は
ご

遠
慮
く
だ
さ
い
。
な
お
、
税
務
署

か
ら
北
へ
約
400
㍍
の
ニ
ッ
ケ
パ
ー

ク
タ
ウ
ン
で
は
、
２
時
間
ま
で
無

料
（
午
前
９
時
30
分
か
ら
利
用
可
）

で
駐
車
場
が
利
用
で
き
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
さ

ら
に
便
利
で
使
い
や
す
く
な

っ
た
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
！

　

あ
ら
か
じ
め
登
録
を
す
れ
ば
ご

自
宅
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
、
申
告
や
納
税
な
ど
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
「
国
税
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）」

の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
所
得
税
の
確
定

申
告
を
行
う
場
合
、
医
療
費
の
領

収
書
や
源
泉
徴
収
票
な
ど
は
、
提

出
に
代
え
て
、
記
載
内
容
を
入
力

し
て
送
信
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
（
確
定
申
告
期
限
か
ら
３
年

間
、
添
付
書
類
の
提
出
ま
た
は
提

示
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
）

　

ま
た
、
本
人
の
電
子
署
名
及
び

電
子
証
明
書
を
付
し
て
所
得
税
の

確
定
申
告
を
ｅ
‐
ｔ
ａ
ｘ
で
行
う

と
、
最
高
５
千
円
の
所
得
税
の
税

額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
平
成
19
年

分
ま
た
は
20
年
分
の
い
ず
れ
か
１

回
）

　

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ
た
還

付
申
告
は
早
期
処
理
し
て
い
ま
す

（
３
週
間
程
度
に
短
縮
）
の
で
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.e-tax.nta.go.jp

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
ご
利
用
に
つ
い
て

　

確
定
申
告
期
は
、
多
数
の
納
税

者
の
方
々
が
税
務
署
に
お
越
し
に

な
り
、
大
変
混
雑
し
ま
す
。

　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

ご
自
宅
で
簡
単
に
申
告
書
が
作
成

で
き
る「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、

作
成
さ
れ
た
申
告
書
は
郵
送
な
ど

に
よ
り
提
出
い
た
だ
く
と
、
税
務

署
に
行
く
必
要
が
な
く
便
利
で
す
。

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.nta.go.jp

１
．
個
人
町
県
民
税
（
住
民
税
）
の
公
的
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す

　

今
ま
で
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付
い
た
だ
い
て
い
た
公
的
年
金
に
か

か
る
個
人
の
町
県
民
税
が
、
平
成
21
年
10
月
以
降
に
支
払
わ
れ
る
老
齢
基

礎
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
方　

公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
で
、

天
引
き
さ
れ
る
年
度
の
初
日（
４
月
１
日
）に
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
①
老
齢
基
礎

年
金
な
ど
の
給
付
額
の
年
額
が
18
万
円
未
満
の
方 

②
当
該
年
度
の
特
別
徴

収
税
額
が
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
給
付
額
の
年
額
を
超
え
る
方

▼
天
引
き（
特
別
徴
収
）さ
れ
る
税
額　

天
引
き
対
象
と
な
る
税
額
は
、
公

的
年
金
の
年
金
所
得
に
係
る
均
等
割
額
及
び
所
得
割
額
で
す
。

※
公
的
年
金
所
得
の
ほ
か
に
給
与
所
得
が
あ
り
、
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ

て
い
る
方
の
均
等
割
額
は
、
公
的
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
所

得
割
額
は
給
与
所
得
に
係
る
税
額
を
差
し
引
い
た
残
り

の
税
額
が
公
的
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

▼
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
の
時
期
及
び
徴
収
方
法

　

平
成
21
年
度
及
び
新
た
に
特
別
徴
収
に
な
る
場
合
、

年
度
前
半
に
お
い
て
は
、
年
税
額
の
１
／
４
ず
つ
を
６

月
・
８
月
に
普
通
徴
収
に
よ
り
納
付
書
や
口
座
振
替
な

ど
で
、
ご
自
身
で
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

　

年
度
後
半
の
10
月
・
12
月
・
２
月
の
年
金
支
払
い
時

に
お
い
て
は
、
年
税
額
の
１
／
６
ず
つ
を
年
金
か
ら
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
い
た
し
ま
す
。

※
翌
年
度
は
、
２
月
で
納
付
し
た
額
と
同
じ
額
を
そ
れ

ぞ
れ
４
月
・
６
月
・
８
月
に
仮
徴
収
と
し
て
納
め
ま
す
。

2
月
16
日
㈪
か
ら
始
ま
る
確
定
申
告
に
向
け
、
平
成
21
年
度
実
施
の
改
正
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

税
務
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８２

．
都
道
府
県
・
市
町
村
に
対

す
る
寄
附
金
税
制
が
拡
充
さ
れ

ま
す

　
「
ふ
る
さ
と
」
に
対
し
貢
献
ま

た
は
応
援
を
し
た
い
と
い
う
思
い

を
実
現
す
る
観
点
か
ら
、
個
人
住

民
税
の
都
道
府
県
・
市
町
村
に
対

す
る
寄
附
金
税
制
が
変
更
さ
れ
ま

す
。【申告手続き】

　個人住民税の寄附金控除の適用を受ける
ためには、毎年1月1日から12月31日までに
行った寄附について、翌年３月15日までに
最寄りの税務署に所得税の確定申告を行っ
ていただく必要があります。その際、寄附先
からもらった領収書などを申告書に添付す
ることが必要ですので、注意してください。
※具体的な寄附の手続きについては、寄附先
の都道府県・市町村にお問い合わせください。
【寄附金控除の計算例】
条件：○給与収入700万円、または事業所得
510万円で夫婦子２人（うち１人特定扶養）
○所得税の限界税率：10％、住民税所得割
額：293,500円

6
広報はりま 21.2

7
広報はりま 21.2


